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第 １条 （名称・事務局） この会は大野東小学校ＰＴＡ（以下本会という）といい、本校就学  児童の保護

者と本校教職員とをもって組織し、事務局を大野東小学校におく。 

 

第 ２条 （目的）本会は学校と家庭と社会が緊密に連絡して児童憲章の趣旨を体し、児童教育 

に共同責任を持ち、心身の正しく健やかな成長と福祉の増進をはかり、各種の教育文化財団と協力し

て民主教育の進展をはかることを目的とする。 

 

第 ３条 （事業） 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１．会員相互の研修に関すること。 

２．児童の体育および保健衛生に関すること。 

３．学校内外における児童の生活指導に関すること。 

４．児童の教育環境の改善充実に関すること。 

５．その他目的達成に必要なこと。 

 

第 ４条 （役員および委員） 本会に次の役員および委員をおく。 

   １．役員：会長 １名、 副会長 若干名、 庶務 若干名、 会計 １名、 監査 ２名 

        参与 １名、  事務局長 １名  事務局長補佐 若干名 

   ２．委員：生活部員 各地区若干名（うち、各地区より１名、常任委員とする） 

        学級委員 各学級ごとに、４名 

 

第 ５条の１ （役員・顧問の任務） 役員および顧問の任務は次の通りとする。 

１．会 長   本会を代表し、業務を統括する。 

２．副 会 長   会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。 

３．庶 務   記録・議案・文書の整理および連絡等、会の庶務を行う。 

４．会 計   本会の会計業務を担当処理する。 

５．監 査   本会の会計業務を監査する。 

６．参 与   学校長が就任し、本会の諮問に応じる。 

７．事務局長   教頭が就任し、本会の庶務会計に関する業務を統括処理する。 

８．事務局長補佐 事務局長を補佐する。 

９．顧 問   顧問は会長の諮問に応じる。 

 

第 ５条の２ （学級委員の任務） 学級委員の任務は次の通りとする。 

１．４名の学級委員は協力して学級懇談会、ＰＴＣ等の学級ＰＴＡ活動を運営する。 

  その取りまとめは、学年部委員とする。 

２．４名の学級委員はその互選により、それぞれ学年部、研修部、体育部、保健部に所属して学校Ｐ

ＴＡの運営にあたる。 

 

第 ６条 （役員・委員・顧問の選出） 役員・委員・顧問の選出は次の通りとする。 

   １．役員は総会において選出する。選出にあたっては会長から委嘱を受けた選考委員    

     により次期役員を推薦する。 

２．学級委員は、学級ごとに４名とし、会員の互選とする。 

３．生活部員は、各地区内会員の互選とする。 

４．顧問は役員会の承認を経て会長が委嘱する。 

 

第 ７条 （役員・委員の任期と免除） 役員のうち会長・副会長・庶務・会計（以下、執行部役員という）の任

期は以下の通りとする。 

   １．執行部役員としての任期を通算して２年とする。ただし再任は妨げない。 

   ２．上記の任期は原則、連続した年数とする。 

      その他の役員及び委員の任期は以下の通りとする。 
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      役員および委員に欠員が生じた場合、残任期間によって、欠員補充を必ずしも必要としない。 

      必要と認められた場合は、会長が後任者を選出する。後任者の任期は、前任者の残任期間とす 

      る。 

    ３．委員のうち部長・副部長に就任したものは翌年度以降、各部の部長・副部長の役職を免除さ 

   れる。  

    ４．ＰＴＡ会長以外の全ての役職の選出において、以下の条件にあてはまるＰＴＡ会員はその選出 

      から免除される。ただし本人の意思による全ての役職への就任を妨げない。 

      尚、仕事については就業形態に関わらず、免除理由とはならない。 

      ・病気療養中もしくは妊娠中である 

      ・家庭に継続的な介護を要するものがいる 

      ・ひとり親家庭 

      ・役員及び委員を２年間務めた 

      ・その他ＰＴＡ会長が認めた場合 

 

第 ８条 （総会） 総会は会員全員で構成し、全会員の過半数（委任状を含む）をもって成立 

   する。予算・決算・会費・事業等の決定および規約の改廃、その他委員会で処理 

   できない重要な事項を取り扱うものとする。 

 

第 ９条 定期総会は毎年１回、年度当初に行い、臨時総会は会長が必要と認めた場合これを行う。 

 

第10条 （委員会）常任委員会は、役員・各学年代表・各地区代表・専門部長および教職員で構成し、必要に

応じてこれを開き、予算の検討・事業計画・当面の諸問題の協議決定およびこれの執行にあたる。 

    

第１１条 （部会） 本会は別に、学年部会・地区部会を設け、随時これを行うものとする。 

 

第12条 （専門部） 本会は各委員が分担して次の専門部〈推進委員〉を設け、具体的な業務 

    について計画し、常任委員会に諮ってこれを遂行するものとする。 

   (１)研修部  (２)体育部  (３)保健部  (４)生活部 

 

第13条 （表彰）本会の向上発展に功労のあったものに対しては、常任委員会の議を経て会長 

   がこれを表彰することがある 

 

第14条 （会計年度） 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終るもの 

とする。 

 

第15条 （会費） 本会の会費は、毎月１世帯２５０円とする。(１５日以上を１ヶ月とする) 

   会費・助成金・雑収入をもって本会の経費にあてる。 

 

第16条 （監査） 監査は毎年１回以上会計を監査し、総会に報告しなければならない。 

 

第17条 （細則） この規約の施行について必要な細則は、常任委員会の議を経て、別にこれ 

     を定めるものとする。 

 

付則  この規約は昭和３７年５月１日より施行する。 

      昭和４９年５月１１日・昭和５１年５月１５日・昭和５４年５月１８日 

      昭和５８年４月２５日・昭和５９年５月 ４日・昭和６１年４月２５日 

      昭和６２年４月２５日・平成 ３年５月１０日・平成 ５年５月１１日 

      平成 ６年５月２１日・平成 ９年４月１９日・平成１２年４月２８日 

      平成１３年４月２７日・平成１６年４月２５日・平成１８年４月２２日 

      平成１９年４月２１日・平成２１年４月２５日・平成２２年２月２５日     

平成３１年４月１４日・令和 ２年４月３０日・令和 ３年４月３０日            

規約について一部改正 


